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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可撓性フィルムを剥離可能な有機物層を介して第１の補強板と貼り合わせ、次いで、可撓
性フィルム上に回路パターンを形成した後、第２の枠状の補強板に該回路パターン付き可
撓性フィルムを移し取り、電子部品を該回路パターン上に実装することを特徴とする電子
部品実装回路基板の製造方法。
【請求項２】
第１の補強板および／または第２の補強板が枚葉板であることを特徴とする請求項１記載
の電子部品実装回路基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高精度な回路パターンを有するとともに生産性に優れた可撓性フィルムを用
いた回路基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロニクス製品の軽量化、小型化に伴い、プリント回路基板のパターニングの高
精度化が求められている。可撓性フィルム基板は、曲げることができるために三次元配線
ができ、エレクトロニクス製品の小型化に適していることから需要が拡大している。
【０００３】
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　液晶ディスプレイパネルへのＩＣ接続に用いられるＴＡＢ(Tape Automated Bonding)技
術は、比較的細幅の長尺ポリイミドフィルム基板を加工することで樹脂基板としては最高
の微細パターンを得ることができるが、微細化の進展に関しては限界に近づきつつある。
【０００４】
　微細化にはライン幅やライン間のスペース幅で表される指標と基板上のパターンの位置
で表される指標がある。ライン幅やスペース幅に関しては、さらに微細化する方策がある
が、後者の指標である位置精度は、回路基板とＩＣなどの電子部品を接続する際の電極パ
ッドと回路基板パターンとの位置合わせに係わり、ＩＣの多ピン化の進展に従い、要求さ
れる精度に対応することが厳しくなってきている。
【０００５】
　上記位置精度の点において、特に可撓性フィルム基板加工は改良が難しい状況になりつ
つある。すなわち回路基板加工プロセスでは、乾燥やキュアなどの熱処理プロセス、エッ
チングや現像などの湿式プロセスがあり、可撓性フィルムは、膨張と収縮を繰り返す。こ
のときのヒステリシスは、基板上の回路パターンの位置ずれを引き起こすからである。ま
た、アライメントが必要なプロセスが複数ある場合、これらのプロセスの間に膨張、収縮
があると、形成されるパターン間で位置ずれが発生するからである。
【０００６】
　可撓性フィルムの膨張と収縮による変形は、比較的大面積の基板寸法で加工を進めるＦ
ＰＣ(Flexible Printing Circuit)の場合には、更に大きな影響を及ぼす。位置ずれは引
っ張りや捻れなどの外力でも引き起こされ、柔軟性を上げるために薄い基板を使う場合は
特に注意を要する。
【０００７】
　これに対して、回路パターンを形成しようとする可撓性フィルムに剥離可能な有機物層
を介して可撓性フィルムを貼り合わせ、全体の厚みを増すことで外力による変形を抑えよ
うとする提案がある（例えば、特許文献１参照）。しかしながら、この方法では、可撓性
フィルムの膨張、収縮ヒステリシスによる回路パターンの位置ずれはあまり軽減されない
。
【０００８】
　また、回路パターンを形成しようとする可撓性フィルムと有機あるいは無機の硬質板と
を剥離可能な有機物層を介して貼り合わせる提案がある（例えば、特許文献２参照）。し
かし、有機硬質板を用いる場合は、特許文献１と同様に、膨張、収縮ヒステリシスによる
回路パターンの位置ずれの問題が残る。
【０００９】
　さらに、回路パターンの微細化に伴い、位置精度は、回路パターン加工プロセス加工中
の基板の安定性だけでなく、回路基板作製後から電子デバイス接続までの温度、湿度によ
る寸法変化抑制も同等に重要になってきている。特許文献１や２の例では、回路基板作製
後に補強板を剥離してしまうため、回路基板作製から電子デバイス接続までの間の位置精
度維持について保証されないのである。
【００１０】
　これに対して、可撓性フィルムを補強板に貼り合わせ、寸法精度を維持する事で、非常
に微細な回路パターンを形成し、その後半導体部品を接合することが提案されている（例
えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平５－２１８６１６号公報（第１－３頁）
【特許文献２】特開昭６０－５７６９７号公報（第１－３頁）
【特許文献３】国際公開第０３／００９６５７号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、上記のような問題点を解決することであり、具体的には、高精細な可
撓性フィルム回路基板と該回路基板への電子部品の高精度実装方法を提供することにある
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。さらには高精細な可撓性フィルム回路基板作製を生産性高く実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記本発明の目的を達成するために、本発明は以下の製造方法からなる。上記本発明の
目的を達成するために、本発明は以下の製造方法からなる。すなわち本発明は、（１）可
撓性フィルムを剥離可能な有機物層を介して第１の補強板と貼り合わせ、次いで、可撓性
フィルム上に回路パターンを形成した後、第２の枠状の補強板に該回路パターン付き可撓
性フィルムを移し取り、電子部品を該回路パターン上に実装することを特徴とする電子部
品実装回路基板の製造方法。
（２）第１の補強板および／または第２の補強板が枚葉板であることを特徴とする上記（
１）記載の電子部品実装回路基板の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明を用いることで、加工工程での熱処理プロセス、湿式プロセスによる膨張と収縮
、あるいは引っ張りや捻れなどの外力による変形を抑制し、また、加工後の保管による温
度、湿度による膨張、収縮を抑制して、より設計値に近い微細加工と微細な接続が可能で
ある。更に、電子部品の実装時の加熱・加圧による回路パターンの沈み込みが抑制され、
信頼性に優れた電子部品実装回路基板を生産性よく製造することができる。また、フリッ
プチップボンダーだけでなく、ＴＡＢボンダーによる実装が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明において、可撓性フィルムは、プラスチックフィルムであって、回路パターン製
造工程および電子部品実装での熱プロセスに耐えるだけの耐熱性を備えていることが重要
であり、例えば、ポリカーボネート、ポリエーテルサルファイド、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリエチレンナフタレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリイミド、ポリア
ミド、液晶ポリマーなどのフィルムを採用することができる。中でもポリイミドフィルム
は、耐熱性に優れるとともに耐薬品性にも優れているので好適に採用される。また、低誘
電損失など電気的特性が優れている点で、液晶ポリマーが好適に採用される。また、可撓
性のガラス繊維補強樹脂板を採用することも可能である。
【００１５】
　可撓性フィルムの厚さは、電子機器の軽量化、小型化、あるいは微細なビアホール形成
のためには薄い方が好ましく、一方、機械的強度を確保するためや平坦性を維持するため
には厚い方が好ましい点から、４μｍから１２５μｍの範囲が好ましい。
【００１６】
　可撓性フィルムには、第１の補強板との貼り付けに先立って、片面もしくは両面に金属
層が形成されていても良い。金属層は、銅箔などの金属箔を接着剤層で貼り付けて形成す
ることができる他、スパッタやめっき、あるいはこれらの組合せで形成することができる
。また、銅などの金属箔の上に、可撓性フィルムの原料樹脂あるいはその前駆体を塗布、
乾燥、キュアすることで、金属層付き可撓性フィルムを作り、これを利用することもでき
る。金属層としては、導電性が高いものであれば良く、例えば、金、銀、銅、アルミニウ
ムなどを用いることができる。
【００１７】
　本発明の好ましい態様の一つとして、補強板との貼り合わせに先立って、可撓性フィル
ムの補強板との貼り合わせ面とは反対側の面に厚さが４０ｎｍ以上４００ｎｍ以下の範囲
の金属層を形成し、これを剥離可能な有機物層を介して補強板と貼り合わせ、次いで該金
属層を給電層としてセミアディティブ法にて回路パターンを形成する製造方法がある。可
撓性フィルム上に厚さが４０ｎｍ以上４００ｎｍ以下の範囲の金属層を形成する方法とし
ては、真空蒸着法、スパッタリング法などの真空薄膜形成方法や無電解めっき法などの湿
式薄膜形成方法を採用することができるが、該金属層は比較的薄いため、真空薄膜形成方
法によって長尺の可撓性フィルム上に連続的に形成することができる。すなわち、フィル
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ムの可撓性を利用して、ロール状に巻かれた長尺のフィルムを巻き出し、フィルム搬送用
のロール間を通過して成膜ゾーンに至り金属層が形成される。さらにフィルム搬送用のロ
ール間を通過してロール状に巻き上げられる。シート状の基体を間欠的に送りながら、こ
の基体上に金属層を形成する装置に比べて、無駄な時間がなく生産性に優れるとともに送
り機構が簡略であるために設備が小型で低コスト化できるメリットがある。また、基体投
入用のロボットも不要である。該金属層が厚い場合は、真空薄膜形成方法によって長尺の
可撓性フィルムを搬送しつつ金属層を形成する際に受ける熱によって可撓性フィルムが大
きく昇温して可撓性フィルムが熱収縮を生じ、耐熱性が高いポリイミドフィルムと言えど
も平坦性を損なうことが多いのである。真空薄膜形成方法には、真空蒸着法、スパッタリ
ング法、イオンプレーティング法などの手法があり、湿式薄膜形成方法に比べて可撓性フ
ィルムと金属層との密着性を高くすることができ好ましいが、中でもスパッタリング法は
可撓性フィルムと金属層との密着性を高くすることができ特に好ましい。一方、真空薄膜
形成方法は得られる金属層の内部応力が湿式薄膜形成方法に比べて大きい傾向がある。し
たがって、金属層の厚みが４００ｎｍを超えると金属層の内部応力が可撓性フィルムを変
形させ補強板に貼り合わせる前に可撓性フィルムが歪み、セミアディティブ法で回路パタ
ーン形成後、可撓性フィルムを補強板から剥離した際に、金属膜がエッチング除去された
部分の応力が開放されて、回路パターンの位置精度を劣化させる原因となる。また、金属
層の高弾性率のために可撓性フィルムの湿度や温度による膨張、収縮を抑制し、可撓性フ
ィルムの補強板への貼り合わせの際に、可撓性フィルムに応力を内在させやすく、補強板
から可撓性フィルムを剥離した時、回路パターンの位置精度を劣化させる原因となる。金
属層の厚みは、３００ｎｍ以下であることがさらに好ましい。一方、セミアディティブ法
の給電層として充分な導電性を確保するために、金属層の厚みは４０ｎｍ以上であること
が好ましく、８０ｎｍ以上であることがさらに好ましい。すなわち、セミアディティブ法
においては、基板の一端もしくは周縁部から該金属層に給電されるが、該金属層の導電性
が不充分であると、抵抗による電圧降下が顕著になり、給電部から離れたところのめっき
析出速度が大きく低下して、基板面内のめっき膜厚みの均一性が不良になる。めっき厚み
が特に小さい部分で回路として必要な膜厚を得ようとすると、給電部に近い部分では、フ
ォトレジスト上にめっき膜が乗り上げ、回路パターン欠陥を発生する恐れがある。
【００１８】
　比較的薄い金属層が可撓性フィルム上に形成されていることにより剛性が増加して可撓
性フィルムの平坦性が改良され補強板への貼り合わせが容易になる他、貼り合わせ時の応
力による変形が抑制されて、高精度の貼り合わせにおいて好ましい。
【００１９】
　本発明において第１の補強板として用いられる素材としては、例えば、ソーダライムガ
ラス、ホウケイ酸系ガラス、石英ガラスなどの無機ガラス類、アルミナ、窒化シリコン、
ジルコニアなどのセラミックス、ステンレススチール、インバー合金、チタンなどの金属
やガラス繊維補強樹脂などが採用できる。いずれも線膨張係数や吸湿膨張係数が小さい点
で好ましいが、回路パターン製造工程における耐熱性や耐薬品性に優れている点、大面積
で表面平滑性が高い基板が安価に入手しやすい点、塑性変形しにくい点、あるいは運搬時
等における接触の際、パーティクルを発生しにくいなどの点で無機ガラス類が好ましい。
中でもアルミノホウケイ酸塩ガラスに代表されるホウケイ酸系ガラスは、高弾性率でかつ
熱膨張係数が小さいため特に好ましい。
【００２０】
　第１の補強板の形状は特に限定されず、例えば、長尺板等を使用することができる。
【００２１】
　金属やガラス繊維補強樹脂を第１の補強板に採用する場合は、長尺連続体での製造もで
きるが、位置精度を確保しやすい点で、本発明の回路基板の製造方法は枚葉式で行うこと
が好ましい。また、電子部品実装においても、位置合わせの方が光学的位置検知と可動ス
テージ等により位置精度を確保しやすい点で枚葉式の方が好ましい。つまり、第１の補強
板および／または第２の補強板が枚葉板であることが好ましいのである。枚葉とは、長尺
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連続体でなく、個別のシート状でハンドリングされる状態を言う。
【００２２】
　第１の補強板にガラス基板を用いる場合、ガラス基板のヤング率が小さかったり、厚み
が小さいと可撓性フィルムの膨張・収縮力で反りやねじれが大きくなり、平坦なステージ
上に真空吸着したときにガラス基板が割れることがある。また、真空吸着・脱着で可撓性
フィルムが変形することになり位置精度の確保が難しくなる傾向がある。一方、ガラス基
板が厚いと、肉厚ムラにより平坦性が悪くなることがあり、露光精度が悪くなる傾向があ
る。また、ロボット等によるハンドリングに負荷が大きくなり素早い取り回しが難しくな
って生産性が低下する要因になる他、運搬コストも増大する傾向がある。これらの点から
、枚葉板（枚葉式で用いる場合）として用いるガラス基板は、ヤング率（ｋｇ／ｍｍ2）
と厚さ（ｍｍ）の３乗の積が、８５０ｋｇ・ｍｍ以上８６００００ｋｇ・ｍｍ以下の範囲
を満たすことが好ましく、１５００ｋｇ・ｍｍ以上１９００００ｋｇ・ｍｍ以下が更に好
ましく、２４００ｋｇ・ｍｍ以上１１００００ｋｇ・ｍｍ以下の範囲が特に好ましい。
【００２３】
　第１の補強板に金属基板を用いる場合、金属基板のヤング率が小さかったり、厚みが小
さいと可撓性フィルムの膨張・収縮力で反りやねじれが大きくなり、平坦なステージ上に
真空吸着できなくなったり、金属基板の反りやねじれ分、可撓性フィルムが変形すること
により、位置精度の確保が難しくなる。また、折れがあるとその時点で不良品になる。一
方、金属基板が厚いと、肉厚ムラにより平坦性が悪くなることがあり、露光精度が悪くな
る。また、ロボット等によるハンドリングに負荷が大きくなり素早い取り回しが難しくな
って生産性が低下する要因になる他、運搬コストも増大する。したがって、枚葉板として
用いる金属基板は、ヤング率（ｋｇ／ｍｍ2）と厚さ（ｍｍ）の３乗の積が、２ｋｇ・ｍ
ｍ以上１６２５６０ｋｇ・ｍｍ以下の範囲を満たすことが好ましく、１０ｋｇ・ｍｍ以上
３００００ｋｇ・ｍｍ以下であることが更に好ましく、１５ｋｇ・ｍｍ以上２０５００ｋ
ｇ・ｍｍ以下の範囲であることが特に好ましい。
【００２４】
　本発明に用いられる剥離可能な有機物層は接着剤または粘着剤からなり、可撓性フィル
ムを有機物層を介して第１の補強板に貼り付けて加工後、可撓性フィルムを剥離しうるも
のであれば特に限定されない。このような接着剤または粘着剤としては、例えば、アクリ
ル系またはウレタン系の再剥離粘着剤と呼ばれる粘着剤等を挙げることができる。可撓性
フィルム加工中は十分な接着力があり、剥離時は容易に剥離でき、可撓性フィルム基板に
歪みを生じさせないために、弱粘着から中粘着と呼ばれる領域の粘着力のものが好ましく
使用される。
【００２５】
　シリコーン樹脂層の中でタック性があるものは本発明において、剥離可能な有機物層と
して使用することができる。また、タック性があるエポキシ系樹脂層を剥離可能な有機物
層として使用することも可能である。
【００２６】
　本発明において、剥離力は、剥離可能な有機物層を介して補強板と貼り合わせた１ｃｍ
幅の可撓性フィルムを剥離するときの１８０°方向ピール強度で測定される。剥離力を測
定するときの剥離速度は３００ｍｍ／分とする。本発明において剥離力は０．０９８Ｎ／
ｍから９８Ｎ／ｍの範囲が好ましい。
【００２７】
　本発明において、剥離可能な有機物層として、前述した他、低温領域で接着力、粘着力
が減少するもの、紫外線照射で接着力、粘着力が減少するものや加熱処理で接着力、粘着
力が減少するものも好適に用いられる。これらの中でも紫外線照射によるものは、接着力
、粘着力の変化が大きく、さらに電子部品を高温高圧で接合することに先だって紫外線照
射して架橋させておくことで、温度による軟化や圧力による変形を抑えることが可能であ
るので好ましい。紫外線照射で接着力、粘着力が減少するものの例としては、２液架橋型
のアクリル系粘着剤が挙げられる。また、低温領域で接着力、粘着力が減少するものの例
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としては、結晶状態と非結晶状態間を可逆的に変化するアクリル系粘着剤が挙げられる。
【００２８】
　可撓性フィルムを剥離可能な有機物層を介して第１の補強板と貼り合わせ、次いで、可
撓性フィルム上に回路パターンを形成する方法は特に限定されず、例えば、以下に記載す
る方法などを使用することができる。
【００２９】
　剥離可能な有機物層や回路パターンを形成するためのフォトレジストを塗布するには、
例えば、ウエットコーティング法が用いられる。ウエットコーティング装置としては、ス
ピンコーター、リバースコーター、バーコーター、ブレードコーター、ロールコーター、
ダイコーター、スクリーン印刷、ディップコーター、スプレイコーターなどの種々のもの
が採用できるが、枚葉の第１の補強板に剥離可能な有機物層を直接塗布したり、枚葉の可
撓性フィルム基板上に回路基板形成用のフォトレジストを直接塗布する場合、ダイコータ
ーの採用が好ましい。
【００３０】
　ダイコーターは、間欠動作できる定量ポンプ、基板と塗布ヘッドとを相対的に移動させ
る機構および定量ポンプ、基板、塗布ヘッドを総合的に制御するシステムとを組合せるこ
とにより、塗布開始部分と塗布終了部分の膜厚ムラを数ｍｍから数十ｍｍに抑えて枚葉基
板に塗布することができる。間欠動作できる定量ポンプの例としては、ギアポンプ、ピス
トンポンプなどが挙げられる。剥離可能な有機物層は、フォトレジストに比べて一般に粘
度が高いため、特にダイコーターの採用が好ましいのである。
【００３１】
　枚葉板へのウエットコーティング法としては、スピンコーターが一般的ではあるが、基
板の高速回転による遠心力と基板への吸着力とのバランスで厚みをコントロールするため
、塗液の使用効率が１０％以下と非効率である。また、回転中心は遠心力が加わらないた
め、用いる塗液の種類において、例えばチクソ性がある塗液や粘度の高い塗液では均一に
塗布できないことがある。また、リバースコーター、バーコーター、ブレードコーターは
、安定した塗布厚みを得るためには、通常、塗液吐出開始後に数十ｃｍから数ｍ以上の塗
布長さが必要であり、枚葉基板へのコーティングへの適用には注意を要する。ロールコー
ター、スクリーン印刷、ディップコーター、スプレイコーターは、コーティング厚み精度
がでにくい点や塗液流動特性に対する許容幅が狭い点、また、ロールコーター、ディップ
コーター、スプレイコーターは、厚膜が塗布しにくい点でも適用が難しいことがある。
【００３２】
　剥離可能な有機物層は、第１の補強板に直接塗布しても良いし、長尺フィルムなどの別
の基体に塗布してから第１の補強板に転写しても良い。転写を用いる場合は、塗布膜厚が
均一な部分だけを採用することができる長所があるが、工程が増えたり、転写用の別の基
体が必要になる短所がある。
【００３３】
　また、剥離可能な有機物層を可撓性フィルム側に塗布してから、第１の補強板に貼り合
わせることもできる。この場合は、可撓性フィルム剥離時に、有機物層が第１の補強板側
に残るように有機物層と第１の補強板表面の粘着力を大きくするための工程、あるいは、
剥離後に可撓性フィルム側に残った有機物層を除去する工程が付加されることがあり生産
性が低下することがある。
【００３４】
　本発明は、補強板と貼り合わせて精度良く加工した回路パターン付き可撓性フィルムを
第２の補強板に移し取ってから、電子部品を実装する方法である。
【００３５】
　本発明の態様の一つに使用する第２の補強板の素材は特に限定されないが、回路パター
ン付き可撓性フィルムの平坦性と位置精度を維持できる剛性を備え、また、回路基板を移
し取る際に可撓性があることが好ましいので、４２アロイ、ステンレススチール、銅など
の金属板やガラス－エポキシなどのガラス繊維強化プラスチック板が好ましく採用される
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。形状としては、回路基板上にＩＣチップを接合する部分に補強板が配置されていないこ
とが重要であり、枠状であることが好ましい。電子部品に対応して枠が複数個あり、これ
らの枠がつながってはしご状になったものがボンダーに適合しやすくさらに好ましい。第
１の補強板上の回路基板をあらかじめ個片に切断しておき、第１の補強板よりも小さい第
２の補強板に順次回路基板を移し取ることが好ましい。
【００３６】
　第２の補強板に回路パターン付き可撓性フィルムを移し取る方法は特に限定されず、例
えば、両面テープなどで第２の補強板に強粘着層を形成しておき、その粘着層を回路基板
に押し当ててから、第２の補強板を端部から徐々に第１の補強板から剥がすことで、回路
基板が剥離可能な有機物層と回路パターン付き可撓性フィルムの界面で剥がれ、第２の補
強板に回路パターン付き可撓性フィルムを移し取ることができる。第１の補強板から回路
パターン付き可撓性フィルムを剥がした後、第２の補強板に貼り合わせると、回路基板製
造中の応力が解放されて、回路パターンの位置精度が低下するので、回路基板は常に第１
の補強板あるいは第２の補強板のいずれか、または両方に固定されていることが好ましい
。
【００３７】
　また、第２の補強板の厚みは、回路パターン付き可撓性フィルムの寸法精度や平坦性を
維持するために、厚い方が良く、一方、補強板から移し取る際は、ある程度撓むことが望
ましいので、金属板の場合、０．３から２ｍｍの範囲が好ましい。
【００３８】
　第２の補強板としてガラス繊維補強樹脂板を使用する場合、樹脂種としては、エポキシ
、ポリフェニレンサルファイド、ポリフェニレンエーテル、マレイミド（共）重合樹脂、
ポリアミド、ポリイミドなどが好ましく使用される。
【００３９】
　本発明では、第２の補強板に回路パターン付き可撓性フィルムを移し取り、電子部品を
該回路パターン上に実装する。ここで、電子部品の実装方法は特に限定されず、公知の方
法を使用することができる。
【００４０】
　第２の補強板を使用する効果の一部を説明する。すなわち、ＩＣなどの電子部品と回路
パターンとの接続方法は、特に多数の接続部を一括で接合する接続方法において、位置精
度確保が重要である。このような接続方法としては、回路基板の接続部に形成された錫、
金、はんだなどの金属層と電子部品の接続部に形成された金やはんだなどの金属層とを加
熱圧着し金属接合させる方法、回路基板の接続部の錫、金、はんだなどの金属層と電子部
品の接続部に形成された金やはんだなどの金属層とを圧着しつつ回路基板と電子部品間に
配置した異方導電性接着剤または非導電性接着剤を硬化させ、機械的に接合させる方法な
どが挙げられる。いずれの方法でも接続部分は局所的に１４０℃から４００℃で、１秒か
ら数分間、加熱される。また、接続部分に加えられる圧力はバンプ当たり４９．０ｍＮか
ら４９０．４ｍＮと大きい。高温での加圧で剥離可能な有機物層が変形すると、位置精度
が確保できないばかりでなく、配線回路パターンを形成する金属層の変形により、電気接
続信頼性が低下することがある。多数の接続部を逐次接続するワイヤーボンド法において
も金属接合するために高温での加圧がなされるため、一括接続の場合と同様に、剥離可能
な有機物層の変形の可能性がある。これらの変形を防止するために、可撓性フィルム上に
回路パターンを形成した後、第１の補強板上に剥離可能な有機物層を残して、可撓性フィ
ルムを第２の補強板に移し取り、次いで電子部品を接合する方法は極めて有効である。
【００４１】
　また、ＩＣなどの電子部品を接合した後、可撓性フィルムを補強板から剥離する際、電
子部品を搭載していない部分では線剥離である一方、電子部品を搭載した部分は面剥離と
なって、電子部品の大きさ、形状が剥離方向に比較的長い形状や配置の電子部品であると
、剥離力が特に大きくなり、回路パターンに応力がかかり、折れや可撓性フィルム破損等
の変形をきたす恐れがある。本発明の態様の一つによれば、電子部品接合前に、位置精度
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を維持したまま可撓性フィルムを第１の補強板から剥離するので、剥離時の応力による変
形の懸念がないのである。
【００４２】
  また、可撓性フィルムを使用した回路基板へＩＣを金属接合させる装置として、ＴＡＢ
ボンダーが普及しており、ＴＡＢボンダーが利用できることは、実装メーカーにとってメ
リットが大きい。ＩＣチップと回路パターンを高温高圧で接合する際、フリップチップボ
ンダーと呼ばれる接合装置ではＩＣチップ側から加熱する構造であるが、ＴＡＢボンダー
は、主たる加熱側が、回路パターン側、すなわち可撓性フィルム側である。したがって、
可撓性フィルム下に熱容量が大きい補強板を配置すると、接合箇所を充分に昇温させるこ
とが難しく、良好な金属接合を得にくい。本発明の態様の一つによると、ＩＣチップ接合
位置に補強板が配置されないので、このような懸念がない。
【００４３】
　本発明で用いる可撓性フィルムには、第１の補強板との貼り付けに先立って、貼り付け
面である一方の面に回路パターンおよび位置合わせマークが形成されていてもよい。位置
合わせマークは、第１の補強板が透明である場合は、第１の補強板を通して読みとっても
良いし、可撓性フィルムを通して読みとっても良いが、可撓性フィルムの貼り合わせ面と
は反対側に金属層が形成されている場合は、金属層のパターンによらず読み取りができる
ことから第１の補強板側からの読み取りが好ましい。この位置合わせマークは、可撓性フ
ィルムを第１の補強板と貼り合わせる際の位置合わせにも利用することができる。位置合
わせマークの形状は特に限定されず、露光機などで一般に使用される形状が好適に採用で
きる。
【００４４】
　第１の補強板に貼り付けた後に貼り付け面とは反対面に形成される回路パターンは、６
０μｍピッチ以下の特に高精度なパターンを形成することができるが、第１の補強板との
貼り付け面に形成されるパターンは、主にプリント配線板などへの入出力端子およびその
周辺の配線や電源と接地電位配線の役割を持たせるものであり、第１の補強板への貼り付
け面とは反対面に形成されるパターンほどの高精細を要求されない場合がある。本発明に
よれば、このような片面に特に高精細なパターンを形成した両面配線を提供することも容
易である。両面配線であることのメリットとしては、スルーホールを介しての配線交差が
でき、配線設計の自由度が増すこと、太い配線で接地電位を必要な場所の近傍まで伝搬す
ることで高速動作するＬＳＩのノイズ低減ができること、同様に、太い配線で電源電位を
必要な場所の近傍まで伝搬することにより、高速スイッチングでも電位の低下を防ぎ、Ｌ
ＳＩの動作を安定化させること、電磁波シールドとして外部ノイズを遮断することなどが
あり、ＬＳＩが高速化し、また、多機能化による多ピン化が進むと非常に重要になる。
【００４５】
　次に、本発明の電子部品実装回路基板の製造方法の好ましい例を以下に説明するが、本
発明は、これに限定されるものではない。
【００４６】
  厚さ０．７ｍｍのアルミノホウケイ酸塩ガラスにスピンコーター、ブレードコーター、
ロールコーター、バーコーター、ダイコーター、スクリーン印刷などで、剥離可能な有機
物層である弱粘着性再剥離剤を塗布する。間欠的に送られてくる枚葉基板に均一に塗布す
るためには、ダイコーターの使用が好ましい。再剥離剤塗布後、加熱乾燥や真空乾燥など
により乾燥する。本態様で剥離可能な有機物層の厚みは特に限定されないが、通常、０．
１μｍから２０μｍの厚みで使用される。剥離可能な有機物層上に、ポリエステルフィル
ム上にシリコーン樹脂層を設けた離型フィルムからなる空気遮断用フィルムを貼り付けて
１週間室温で放置する。この期間は、熟成と呼ばれ、剥離可能な有機物層の架橋が進行し
て、徐々に粘着力が低下する。放置期間や保管温度は、所望の粘着力が得られるように選
択される。空気遮断用フィルムを貼り合わせる代わりに、窒素雰囲気中や真空中で保管す
ることもできる。剥離可能な有機物を長尺フィルム基体に塗布、乾燥後、第１の補強板に
転写することも可能である。
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【００４７】
　次に厚さ２５μｍのポリイミドフィルムを準備する。ガラス基板上の空気遮断用フィル
ムを剥がして、ポリイミドフィルムをガラス基板に貼り付ける。前述のように、ポリイミ
ドフィルムの片面または両面に金属層があらかじめ形成されていても良い。ポリイミドフ
ィルムの貼り付け面側に金属層を設けておいた場合は、電磁波遮蔽のためのグラウンド層
などとして利用することができ、好ましい。ポリイミドフィルムはあらかじめ所定の大き
さのカットシートにしておいて貼り付けても良いし、長尺ロールから巻きだしながら、貼
り付けと切断をしてもよい。このような貼り付け作業には、ロール式ラミネーターや真空
ラミネーターを使用することができる。
【００４８】
　ポリイミドフィルムの貼り合わせ面とは反対側の面に金属層が設けられていない場合は
、フルアディティブ法やセミアディティブ法で金属層を形成する。
【００４９】
　フルアディティブ法は、以下のようなプロセスである。金属層を形成する面にパラジウ
ム、ニッケルやクロムなどの触媒付与処理をし、乾燥する。ここで言う触媒とは、そのま
まではめっき成長の核としては働かないが、活性化処理をすることでめっき成長の核とな
るものである。触媒付与処理は、第１の補強板に可撓性フィルムを貼り合わせてから実施
しても良いし、貼り合わせ前に、例えば、長尺の可撓性フィルム上で実施しても良い。次
いで、フォトレジストをスピンコーター、ブレードコーター、ロールコーター、バーコー
ター、ダイコーター、スクリーン印刷などで塗布して乾燥する。フォトレジストを所定パ
ターンのフォトマスクを介して露光、現像して、めっき膜が不要な部分にレジスト層を形
成する。この後、触媒の活性化処理をしてから、硫酸銅とホルムアルデヒドの組合せから
なる無電解めっき液に、ポリイミドフィルムを浸漬し、厚さ２μｍから２０μｍの銅めっ
き膜を形成して、回路パターンを得る。
【００５０】
  セミアディティブ法は、以下のようなプロセスである。金属層を形成する面に、クロム
、ニッケル、銅またはこれらの合金をスパッタし、下地層を形成する。下地層の厚みは１
ｎｍから１００ｎｍの範囲であるが、好ましくは２０ｎｍ以下である。下地層の上に銅ス
パッタ膜をさらに４０ｎｍから４００ｎｍ積層することは、後に続く電解めっきのための
十分な導通を確保したり、金属層の接着力向上やピンホール欠陥防止に効果がある。下地
層形成に先立ち、ポリイミドフィルム表面に接着力向上のために、プラズマ処理、逆スパ
ッタ処理、プライマー層塗布、接着剤層塗布が行われることは適宜許される。中でも、エ
ポキシ樹脂系、アクリル樹脂系、ポリアミド樹脂系、ポリイミド樹脂系、ＮＢＲ系などの
接着剤層塗布は、接着力改善効果が大きく好ましい。これらの処理や塗布は、第１の補強
板貼り付け前に実施されても良いし、第１の補強板貼り付け後に実施されても良い。第１
の補強板貼り付け前に長尺のポリイミドフィルムに対してロールツーロールで連続処理さ
れることは、生産性向上が図れ好ましい。また、下地層は、第１の補強板に可撓性フィル
ムを貼り合わせてから形成しても良いし、貼り合わせ前に、例えば長尺の可撓性フィルム
上に形成しても良い。このようにして形成した下地層上にフォトレジストをスピンコータ
ー、ブレードコーター、ロールコーター、ダイコーター、スクリーン印刷などで塗布して
乾燥する。フォトレジストを所定パターンのフォトマスクを介して露光、現像して、めっ
き膜が不要な部分にレジスト層を形成する。次いで、下地層を電極として電解めっきをお
こなう。電解めっき液としては、硫酸銅めっき液、シアン化銅めっき液、ピロ燐酸銅めっ
き液などが用いられる。厚さ２μｍから２０μｍの銅めっき層を形成後、フォトレジスト
を剥離し、続いてスライトエッチングにて下地層を除去して、回路パターンを得る。さら
に必要に応じて金、ニッケル、錫などのめっきを施す。
【００５１】
　また、これら金属配線回路形成において、ポリイミドフィルムに接続孔を設けることが
できる。すなわち、枚葉基板との貼り合わせ面側に設けた金属層との電気的接続を取るビ
アホールを設けたり、ボールグリッドアレイのボール設置用の孔を設けたりすることがで
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きる。接続孔の設け方としては、炭酸ガスレーザー、ＹＡＧレーザー、エキシマレーザー
などのレーザー孔開けやケミカルエッチングを採用することができる。レーザーエッチン
グを採用する場合は、エッチングストッパ層として、ポリイミドフィルムの第１の補強板
貼り付け面側に金属層があることが好ましい。ポリイミドフィルムのケミカルエッチング
液としては、ヒドラジン、水酸化カリウム水溶液などを採用することができる。また、ケ
ミカルエッチング用マスクとしては、パターニングされたフォトレジストや金属層が採用
できる。電気的接続を取る場合は、接続孔形成後、前述の金属層パターン形成と同時にめ
っき法で孔内面を導体化することが好ましい。電気的接続をとるための接続孔は、直径が
１５μｍから２００μｍが好ましい。ボール設置用の孔は、直径が５０μｍから８００μ
ｍが好ましく、８０μｍから８００μｍがより好ましい。
【００５２】
  回路パターンを形成したポリイミドフィルムをガラス基板から第２の補強板に移し取る
。第２の補強板への移し取りに先立ち、レーザー、高圧水ジェットやカッターなどを用い
て、個片または個片の集合体に回路パターン付きポリイミドフィルムを切り分けておくこ
とが好ましい。第２の補強板の形状としては、補強板を構成する枠が複数あり、枠の一つ
に個片が一つ収納されていることが、回路パターンの位置精度を維持し、また、ＩＣチッ
プの接合装置対応がしやすい点で好ましい。第２の補強板の枠部分に感圧性粘着剤を備え
た両面テープを貼り付けておき、回路パターンに位置合わせしつつ第２の補強板を、回路
パターンが設けられたポリイミドフィルムに貼り合わせる。第２の補強板の端部を把持し
、端部から徐々に第２の補強板を第１の補強板から剥がすことで、剥離可能な有機物層で
第１の補強板に固定されていたポリイミドフィルムを第２の補強板に移し取る。
【００５３】
　次いで、回路パターン上にＩＣチップ、抵抗やコンデンサなどの電子部品を実装する。
本発明で使用できる電子部品搭載装置は、光学的位置検出機能と可動ステージなどの位置
合わせ機能を有し、搭載精度を確保できるものであれば、特に限定されないが、可撓性フ
ィルムを使用した回路基板へＩＣを接合させる装置として普及しているＴＡＢボンダーが
使用できるメリットがある。本発明は、特に接続ピッチが小さく、かつピン数が大きい大
規模ＬＳＩの実装精度確保に効果が大きい。ＬＳＩのパッケージ形態は特に限定されず、
ベアチップ、リードフレームタイプ、ボールグリッドアレイタイプのいずれにも適用する
ことができるが、ピン数が多くできるベアチップやボールグリッドアレイタイプへの適用
が好ましい。
【００５４】
　また、本発明で使用できる電子部品と回路基板との接続方法は特に限定されないが、多
数の接続部を一括で接合する接続方法を用いるのが、位置精度確保や生産性の点で好まし
い。多数の接続部を一括で接合する接続方法としては、例えば、回路基板の接続部に形成
された錫、金、はんだなどの金属層と電子部品の接続部に形成された金やはんだなどの金
属層とを加熱圧着し金属接合させる方法、回路基板の接続部の錫、金、はんだなどの金属
層と電子部品の接続部に形成された金やはんだなどの金属層とを圧着しつつ回路基板と電
子部品間に配置した異方導電性接着剤または非導電性接着剤を硬化させ、機械的に接合さ
せる方法、あるいは、接続部分へパターン印刷されたはんだペースト上に電子部品を仮固
定した後、一括リフローで接続する方法などが挙げられる。中でも、本発明は加熱圧着に
よる接続方法に効果が大きい。
【００５５】
　第２の補強板に回路基板を貼り付けた状態で、電子部品を実装することで、回路基板製
造後、電子デバイス実装までの調温調湿操作や防湿包装は不要にできる。特に可撓性フィ
ルムは、吸湿で不可逆な寸法変化をすることが多く、本発明は、回路基板と電子デバイス
接続の精度を確保する上で効果が大きい。電子デバイス接合後、枠状体との貼り合わせ部
分を残して、レーザー、高圧水ジェットやカッターなどを用いて回路基板を切り取る。
【００５６】
　本発明の電子部品実装基板用部材および電子部品実装回路基板の製造方法の別の態様（
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セミアディティブ法使用）について好ましい例を以下に説明するが、本発明は、これに限
定されるものではない。
【００５７】
  厚さ１．１ｍｍのソーダライムガラスにダイコーターで、剥離可能な有機物層である弱
粘着性再剥離剤を塗布する。再剥離剤塗布後、加熱乾燥や真空乾燥などにより乾燥し、剥
離可能な有機物層を得る。補強板に貼り合わされた可撓性フィルム上の回路パターンに電
子部品を接合する場合、剥離可能な有機物層の厚みは、電子部品接合時のバンプ沈み込み
を抑制し、接合信頼性を確保するために、薄い方が好ましく、一方、加工プロセスに耐え
る密着性を得るためには厚い方が好ましいため、０．１μｍから５μｍの範囲であること
が好ましい。剥離可能な有機物層上に、ポリエステルフィルム上にシリコーン樹脂層を設
けた離型フィルムからなる空気遮断用フィルムを貼り付けて１週間、室温で放置する。
【００５８】
　ロールツーロール型スパッタリング装置を用いて、厚さ２５μｍの長尺のポリイミドフ
ィルムを真空中を搬送しつつ、クロム、ニッケル、銅またはこれらの合金をスパッタし、
下地層を形成する。下地層の厚みは１ｎｍから１００ｎｍの範囲であるが、好ましくは２
０ｎｍ以下である。下地層の上に給電層として銅などのスパッタ膜をさらに４０ｎｍから
４００ｎｍ積層する。本発明では、積層された下地層と給電層とを合わせて金属層と呼び
、本発明の好ましい態様の一つでは、金属層の厚さが、４０ｎｍ以上４００ｎｍ以下の範
囲である。下地層形成に先立ち、ポリイミドフィルム表面に接着力向上のために、プラズ
マ処理、逆スパッタ処理、プライマー層塗布、接着剤層塗布が行われることは適宜許され
る。中でも、エポキシ樹脂系、アクリル樹脂系、ポリアミド樹脂系、ポリイミド樹脂系、
ＮＢＲ系などの接着剤層塗布は、接着力改善効果が大きく好ましい。これらの処理や塗布
は、長尺のポリイミドフィルムに対してロールツーロールで連続処理される。
【００５９】
　金属層が形成された長尺のポリイミドフィルムを金属層が形成された面と反対側の面を
貼り合わせ面として、剥離可能な有機物層を設けたガラスに貼り合わせる。ポリイミドフ
ィルムはあらかじめ所定の大きさのカットシートにしておいて貼り付けても良いし、長尺
ロールから巻きだしながら、貼り付けと切断をしてもよい。このような貼り付け作業には
、ロール式ラミネーターや真空ラミネーターを使用することができる。
【００６０】
　金属層上にフォトレジストをダイコーターで塗布して乾燥する。フォトレジストを所定
パターンのフォトマスクを介して露光、現像して、めっき膜が不要な部分にレジスト層を
形成する。次いで、下地層を電極として電解めっきをおこなう。電解めっき液としては、
硫酸銅めっき液、シアン化銅めっき液、ピロ燐酸銅めっき液などが用いられる。厚さ２μ
ｍから２０μｍの銅めっき膜を形成後、フォトレジストを剥離し、続いてスライトエッチ
ングにて下地層を除去して、回路パターンを得る。さらに必要に応じて金、ニッケル、錫
などのめっきを施す。さらに必要に応じて金、ニッケル、錫などのめっきを施す。
【００６１】
　回路パターン形成後、可撓性フィルムを補強板から剥離し、次いで、電子部品を回路パ
ターンに接続することも可能であるが、寸法精度を特に高く保つために補強板に回路基板
を貼り付けた状態で、回路パターン上にＩＣチップ、抵抗やコンデンサなどの電子部品を
実装することが好ましい。本発明で使用できる電子部品搭載装置は、光学的位置検出機能
と可動ステージなどの位置合わせ機能を有し、搭載精度を確保できるものであれば、特に
限定されない。本発明は、特に接続ピッチが小さく、かつピン数が大きい大規模ＬＳＩの
実装精度確保に効果が大きい。ＬＳＩのパッケージ形態は特に限定されず、ベアチップ、
リードフレームタイプ、ボールグリッドアレイタイプのいずれにも適用することができる
が、ピン数が多くできるベアチップやボールグリッドアレイタイプへの適用が好ましい。
【００６２】
　本発明で使用できる電子部品と回路基板との接続方法は特に限定されないが、多数の接
続部を一括で接合する接続方法を用いるのが、位置精度確保や生産性の点で好ましい。多
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数の接続部を一括で接合する接続方法としては、例えば、回路基板の接続部に形成された
錫、金、はんだなどの金属層と電子部品の接続部に形成された金やはんだなどの金属層と
を加熱圧着し金属接合させる方法、回路基板の接続部の錫、金、はんだなどの金属層と電
子部品の接続部に形成された金やはんだなどの金属層とを圧着しつつ回路基板と電子部品
間に配置した異方導電性接着剤または非導電性接着剤を硬化させ、機械的に接合させる方
法、あるいは、接続部分へパターン印刷されたはんだペースト上に電子部品を仮固定した
後、一括リフローで接続する方法などが挙げられる。中でも、本発明は加熱圧着による接
続方法に効果が大きい。上述の熱と圧力を利用する接続方法においては、電子部品側から
主として加熱する方法、基板側から主として加熱する方法、電子部品側および基板側から
同等に加熱する方法があるが、本発明では、補強板の熱容量が大きいことが多いので、電
子部品側から主として加熱することが迅速な昇温ができ、タクトタイムの短縮や金属接合
に充分な温度を得やすい点で好ましい。タクトタイムを短くするために、通常、電子部品
と回路基板を所定の温度に昇温してから両者を接触させる。電子部品側から加熱する場合
は、電子部品が加熱により膨張した状態で接合が始まるので、回路基板が保持された真空
吸着台などを金属接合温度以下の所定の温度に予め保持しておいて、回路基板上の複数の
接続部に順次、電子部品を加熱圧着し接合することが、電子部品と回路基板の線膨張係数
差によるずれや歪みを小さくする上で好ましい。補強板の線膨張係数によるが、回路基板
および補強板の保持温度としては、金属接合温度から１００℃から３００℃低い温度が歪
み抑制と回路基板、補強板、剥離可能な有機物層の熱ダメージを避ける上で好ましい。超
音波などを熱と併用して１５０℃以下の低温接合を図ることは本発明の高位置精度を得る
上で特に好ましい。あるいは、電子部品と回路基板を圧接しつつ接続部分を昇温する方法
は、上記の位置精度の課題を解決する点で好ましい。タクトタイムの増加については、マ
ルチヘッド化などで補うことができる。また、電子部品と回路基板を圧接しつつ所定の波
長で透明な補強板と可撓性フィルムを通してレーザーなどの光で接続部を直接加熱するこ
とは、電子部品と回路基板を高精度に接合することができるとともに電子部品および回路
基板の熱ダメージを防止することができ好ましい。補強板に回路基板を貼り付けた状態で
、電子部品を実装することで、回路基板製造後、電子デバイス実装までの調温調湿操作や
防湿包装は不要にできる。特に可撓性フィルムは、吸湿で不可逆な寸法変化をすることが
多く、本発明は、回路基板と電子デバイス接続の精度を確保する上で効果が大きい。電子
デバイス接合後、可撓性フィルムを補強板から剥離する。
【００６３】
　本発明の製造方法で製造された電子部品実装回路基板は、例えば、電子機器の配線板、
ＩＣパッケージ用インターポーザー、ウエハレベルバーンインソケット用配線板などに使
用される。特に、ＩＣなどの電子部品を接続する際、電極パッドと回路基板パターンとの
位置合わせ精度の改善に効果が大きい。回路パターンに抵抗素子や容量素子を入れ込むこ
とは適宜許される。また、可撓性フィルム基板の少なくとも一方の面に絶縁層と配線層を
積層し、多層化することも可能である。
【実施例】
【００６４】
  以下実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。なお、本発明においてガラスのヤング率は、ＪＩＳ　Ｒ１６０２によって
求められる値とする。また、以下の評価を行った。
【００６５】
　（ＩＣチッブのシアテスト）
　回路基板に接合したＩＣチップのシア強度をシアテスターＳＴＲ２００（ＵＬＴＥＸ社
製）を用いて測定した。破断強度が、１９．６Ｎ以上を合格とした。
【００６６】
　（バンプの沈み込み）
　ＩＣチップを接合した回路基板の接合部分の断面サンプルを作製し、光学顕微鏡または
走査型電子顕微鏡で観察した。バンプ下の配線の周囲からの沈み込みが、６μｍ以下を合
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格とした。
【００６７】
　実施例１
　厚さ０．７ｍｍ、３００ｍｍ角のアルミノホウケイ酸塩ガラス（第１の補強板として使
用）にダイコーターで、弱粘着性再剥離剤”オリバイン”ＢＰＳ５２２７－１（東洋イン
キ（株）製）と硬化剤ＢＸＸ８１３４（東洋インキ（株）製）を１００：２で混合したも
のを塗布し、１００℃で３０秒乾燥した。乾燥後の再剥離剤厚みを１０μｍとした。次い
で再剥離剤層（剥離可能な有機物層のことである）に、ポリエステルフィルム上に離型容
易なシリコーン樹脂層を設けたフィルムからなる空気遮断用フィルムを貼り付けて１週間
おいた。ガラス基板のヤング率は、７１４０ｋｇ／ｍｍ2であり、ヤング率（ｋｇ／ｍｍ2

）と厚さ（ｍｍ）の３乗の積は、２４４９ｋｇ・ｍｍであった。
【００６８】
　上記ポリエステルフィルムとシリコーン樹脂層からなる空気遮断用フィルムを剥がしつ
つ、再剥離剤層が形成されているガラスにロール式ラミネーターで、厚さ２５μｍ、幅３
００ｍｍの長尺のポリイミドフィルム（”カプトン”東レデュポン（株）製）を貼り付け
た。ガラスにラミネートされたポリイミドフィルムは、ガラス終端に合わせてカットした
。
【００６９】
  次いで、スパッタにて厚さ５ｎｍのクロム：ニッケル＝２０：８０の合金層膜と厚さ２
００ｎｍの銅層をこの順に積層した。該銅層膜上にポジ型フォトレジストをスピンコータ
ーで塗布して８０℃で１０分間乾燥した。フォトレジストをフォトマスクを介して露光、
現像して、めっき層膜が不要な部分に厚さ１０μｍのフォトレジスト層を形成した。テス
ト用フォトマスクパターンは、５０μｍピッチで４００個の接続パッド（幅２０μｍ、長
さ２００μｍ）を１．５ｍｍの間隔で２列平行に設けたものを１ユニットとして、これを
３００角の基板上に４０ｍｍピッチで７行×７列に均等配置したものとした。合わせて、
測長用に基板の中心から対角方向に約１４１ｍｍ離して配置した４点（辺に平行方向には
互いに２００ｍｍずつ離して配置）のマーカーをフォトマスクパターンに設けた。
【００７０】
　フォトレジストを現像後、銅層を電極として厚さ５μｍの銅層を電解めっきで形成した
。電解めっき液は、硫酸銅めっき液とした。フォトレジストをフォトレジスト剥離液で剥
離し、続いて過酸化水素水－硫酸系水溶液によるソフトエッチングにてレジスト層の下に
あった銅層膜およびクロム－ニッケル合金層膜を除去した。次に、銅めっき層膜上に、無
電解めっきで厚さ０．４μｍの錫層を形成した。
【００７１】
　測長機ＳＭＩＣ－８００（ソキア（株）製）にて、上述した測長用に設けた対角方向に
本来約２８３ｍｍ離れた２点（ｘ方向に２００ｍｍ、ｙ方向に２００ｍｍ離れた点）の距
離を測定したところ、フォトマスクパターンに対して±２μｍ以内にあり、位置精度は非
常に良好に保持されていた。
【００７２】
　上述の接続パッドユニットを１列含むように４０ｍｍピッチで回路パターンが形成され
たポリイミドフィルムを炭酸ガスレーザーで短冊状に切断した。厚さ０．４ｍｍ、幅４０
ｍｍ、長さ３３０ｍｍの４２アロイ板に、上述の接続パッドユニットの１列分７個に対応
する２５×２５ｍｍの開口部を設けたものを第２の補強板として用意した。第２の補強板
の枠部分に強粘着性の両面テープを貼り付けた。第２の補強板を回路パターンに位置合わ
せしつつ、ポリイミドフィルムに貼り合わせ、次いで、第２の補強板の長さ方向端部を把
持して、第２の補強板を端部から徐々に第１の補強板から剥離した。かくして、第２の補
強板に保持された回路パターンが形成されたポリイミドフィルムを得た。
【００７３】
　次に、５０μｍピッチで一列４００個の金めっきバンプを１．５２ｍｍ間隔を置いて２
列配置したモデルＩＣチップ（外形：２×２３ｍｍ）をチップ側から４２５℃、ポリイミ
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ドフィルム側から３５０℃に加熱しつつＴＡＢボンダーＩＬＢ１００（新川（株）製）を
用いて、回路パターンの接続パッドと金属拡散接合した。１バンプあたりの圧力を１０７
．９ｍＮ、接合時間は１秒とした。上記加熱温度はツールまたはステージ設定温度である
。モデルＩＣチップのバンプと回路基板上の接続パッドの位置合わせは良好であった。接
合したＩＣチップに横方向からの力を加えシアテストしたところ、破断強度は２９．４Ｎ
以上あり、良好な金属接合が得られた。接続部の断面を切り出し、電子顕微鏡で観察した
ところ、バンプの沈み込みは０．９μｍと小さく、良好であった。
【００７４】
　比較例１
  実施例１と同様にして回路パターンが形成されたポリイミドフィルムを得た。次いで、
回路パターンが形成されたポリイミドフィルムがガラス板上（第１の補強板である）に固
定された状態で、ＴＡＢボンダーを用いて、モデルＩＣチップを接合した。
【００７５】
　ガラス側からの加熱温度を３５０℃から４５０℃の間で変化させたが、ＩＣチップのシ
アテストでの破断強度は２Ｎ以下しか得られず、充分な金属接合が得られなかった。
【００７６】
　実施例２
　実施例１と同様にして回路パターンが形成されたポリイミドフィルムを得た。次いで、
実施例１と同様にして、回路パターンが形成されたポリイミドフィルムを４２アロイから
なる第２の補強板に移し取った。
【００７７】
  フリップチップボンダーＦＣ－７０（東レエンジニアリング（株）製）を用いて、ＩＣ
チップ側から３７５℃に加熱しつつ、回路パターンの接続パッドと接合した。ポリイミド
フィルム側からの加熱は行わなかった。１バンプあたりの圧力を２９４．２ｍＮ、接合時
間は３秒とした。
【００７８】
　モデルＩＣチップのバンプと回路基板上の接続パッドの位置合わせは良好であった。接
合したＩＣチップに横方向からの力を加えシアテストしたところ、破断強度は２９．４Ｎ
以上であり、良好な金属接合が得られた。接続部の断面を切り出し、電子顕微鏡で観察し
たところ、バンプの沈み込みは０．９μｍと小さく、良好であった。
【００７９】
　比較例２
　実施例１と同様にして回路パターンが形成されたポリイミドフィルムを得た。次いで、
回路パターンが形成されたポリイミドフィルムがガラス板上（第１の補強板である）に固
定された状態で、実施例２と同じフリップチップボンダーを用いて、同条件で、モデルＩ
Ｃチップを接合した。モデルＩＣチップのバンプと回路基板上の接続パッドの位置合わせ
は良好であった。接合したＩＣチップに横方向からの力を加えシアテストしたところ、破
断強度は２９．４Ｎ以上であり、良好な金属接合が得られた。しかしながら、接続部の断
面を切り出し、電子顕微鏡で観察したところ、バンプの沈み込みは１１μｍと大きく、信
頼性に問題があった。
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